
「令和８年度外国人材採用・定着支援業務」に関する質問に対する回答 

 

 

令和８年２月９日 

No. 
募集要領・仕様書 

該当箇所 
質問 回答 

1 仕様書 

6 業務内容 

⑴イ 

企業データベース（企業バンク）は、

前任の企業データを引き継げるのか 

引き継ぐことができます。 

2 仕様書 

6 業務内容 

⑴ロ 

人材データベース（人材バンク）は、

前任の求人データを引き継げるのか 

引き継ぐことができます。 

3 仕様書 

6 業務内容 

⑶ 

企業向けセミナーの『実施スケジュ

ール』や『セミナーの所用時間』に

ついて規定はあるか 

企業のフェーズを引き上げるために

効果的な「実施スケジュール」や「セ

ミナーの所要時間」についても併せ

て企画提案願います。 

4 仕様書 

6 業務内容 

⑶ 

企業向けセミナーの今期(2025 年 4

月～2026 年 3 月)の現時点での実績

を教えてほしい(参加者数) 

公表しておりません。 

5 仕様書 

6 業務内容 

⑷ 

前年度の特設ホームページとの関連

付けは行うのか 

(例)前任が開催したセミナー動画の

アーカイブを閲覧できるようにする

等 

前年度の特設ホームページとの関連

付けは不要です。 

6 仕様書 

6 業務内容 

⑸イ 

大崎市立おおさき日本語学校の在校

生及び卒業生等の就職支援につい

て、今期の現時点での内定実績を教

えてほしい(どの分野に何名内定が

きまったか) 

公表しておりません。 

7 仕様書 

6 業務内容 

⑹ 

外国人材の採用・定着に向けた独自

提案について、支援サービスの一つ

として、他社が提供しているツール

を使用しても良いか 

(例)他社が開発した日本語アプリの

活用 

他社が提供しているツールを使用し

ても差し支えありません。ただし、

契約後に、どのツールをどのような

用途で用いるか等について、予め発

注者に示し、協議願います。なお、

仕様書９（４）に留意してください。 

8 仕様書 

6 業務内容 

⑹ 

外国人材の採用・定着に向けた独自

提案について、理系人材の確保とは、

理系人材に限っている理由とその背

特に技人国の受入推進事業におい

て、文系人材の実績があがっている

一方、企業の理系人材需要に応えら



景、目的が知りたい れていないためです。 

9 ― 過去の実績(3年分)を教えてほしい

(内定者数・国別の内定者数・分野

別の内定者数) 

公表しておりません。 

10 ― 当社が実習生の対応が出来ない為、

仙台を拠点とする管理団体との協業

は可能か 

企画提案募集要領第 2 第 9 に記載の

とおり共同提案や再委託は可能で

す。なお、提出資料は制限しません

が、企画提案募集要領 第 5第 4に規

定しているとおり実施体制は審査項

目ですので、遂行体制、リスク管理

体制の観点から、説明に足る資料を

ご検討ください。 

11 仕様書 

5 支援対象企業 

仕様書「５ 支援対象企業」につき

まして、「（３）その他外国人材の採

用に関心を有する県内企業であっ

て、支援を必要とするもの」と記載

がございますが、こちらの県内企業

については、受託者による 1からの

開拓を必要とするでしょうか。 

あるいは御所から企業様の管理デー

タ等用意がある想定でしょうか。 

No.1に記載のとおり、前任企業が作

成した企業バンクのリストを引き継

ぐことができますが、受託者の独自

のルートなどを活用した新規開拓も

期待しています。 

12 仕様書 

6 業務内容 

⑴へ 

仕様書「 ６ 業務内容（１）外国人

材の企業等への内定 」につきまし

て、年間目標人数の記載がございま

すが、目標人数の幅の想定は何かご

ざいますでしょうか。目標人数の根

拠が妥当であれば設定は問わないの

か等、ご教示いただけますと幸いで

す。 

年間目標人数の幅の想定はありませ

ん。お見込みのとおり、目標人数の

根拠が妥当であれば設定は問いませ

ん。ただし、企画提案募集要領 第 5

第 4 に規定しているとおり本県の現

状・課題分析も審査項目ですので、

県内企業の外国人材の採用状況を踏

まえてご検討ください。 

13 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

9 

再委託につきまして、公示書にて再

委託に関する規定の記載がございま

すが、どこまでの再委託が問題ない

のか（例：金額●●円相当まで再委

託可など）の規定はございますでし

ょうか。 

再委託に関しては、契約予定者決定

後に、契約書において規定する予定

です。なお、少なくとも、委託契約

の全部を第三者に委託し、請け負わ

せることは禁止する想定です。 

14 ― 対象となる外国籍求職者につきまし

て、本案件は、対象の外国籍人材の

在留資格は不問の認識で相違はござ

本業務で対象とする主な在留資格は

特定技能及び技人国です。ただし、

企業ニーズによっては技能実習やそ



いませんでしたでしょうか。（特定

技能、義人国も含む）また、アルバ

イトも対象に含まれますでしょう

か。 

の他の在留資格に関する情報提供等

の支援も想定しています。 

アルバイトについては、県内企業へ

の定着や人材の長期的な活躍に至る

までの支援を行うという本業務の趣

旨に照らし、職業紹介の対象としな

いものとします。 

15 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

9 

募集要領 第 2の 9項に基づき、共

同提案による参加も可能とあります

が、共同提案時の条件（責任主体・

評価方法・契約主体）について、以

下の点を確認させてください： 

(1) 契約主体は代表企業単独となる

認識でよいか 

(2) 構成団体の各役割分担は要領に

記載してあるように提案書内で提案

側が任意で規定すれば、特に制限は

ないと考えてよいか 

企画提案募集要領に記載のとおりで

す。 

16 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

9 

共同提案において、本事業に必要な

許認可について、構成団体が要件を

満たすことで補完、代表ではなく構

成団体が保持している” ケースで

も、応募要件を満たすと判断されま

すか。 

当該ケースにおいて応募要件は満た

しますが、「企画提案募集要領」第 2

第 9 に記載のとおり、業務遂行に当

たっては代表者の責任において行う

点について留意願います。 

17 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

9 

共同提案における責任分担につい

て、県が求める最小要件（例：体制

図・分担比率・窓口担当責任、分担

割合等）はありますか？ 

ありません。 

業務遂行に当たっては代表者の責任

において行ってください。 

18 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

9 

共同提案時に再委託の扱いが変わる

点（禁止・制限など）はあります

か？ 

企画提案募集要領 第 2 第 9 に記載

しているとおり、共同提案のときは、

代表者が県の契約相手方となり、代

表者以外の共同提案者は、県との関

係では再委託者です。この場合にお

いて、共同提案であっても、単独提

案であっても、再委託の扱いは変わ

りません。 

19 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

共同提案の形ではなく、部分的な再

委託は可能でしょうか。可能な場

共同提案のときの代表者以外の共同

提案者について再委託と整理してい



9 合、再委託先に求められる要件（法

令上の許可・認可・免許等の要否を

含む）と、企画提案時点で提出が必

要な資料の範囲をご教示ください 

るため、単独提案のときも部分的な

再委託は可能です。法令上、再委託

する業務について、実施者（再委託

先）の許可、認可、免許等が必要な

ときは、その者が許可等を得る必要

があります。提出資料は制限しませ

んが、企画提案募集要領 第 5第 4に

規定しているとおり実施体制は審査

項目ですので、遂行体制、リスク管

理体制の観点から、説明に足る資料

をご検討ください。 

20 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

 

本事業において、宮城県の「物品・

役務に係る入札参加資格」への登録

は必須でしょうか。   

必須の場合：共同提案時は代表のみ

登録でよいか、構成団体も必要か。 

「企画提案募集要領」第 2 に記載の

要件を満たす方であれば参加いただ

けます。 

21 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

 

入札参加資格が必須の場合、現在、

弊社は資格を有していないが、提案

時に資格がなくても参加可能か？ 

もしくは登録処理を間に合わせるこ

とは可能か？？ 

上記 No.20に同じです。 

22 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

3 

本事業の実施にあたり、無料職業紹

介事業届出または有料職業紹介許可

の取得が必須と捉えていますか？ 

企画提案募集要領第 2 第 3 に記載の

とおりです。 

23 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

3 

その他、本業務の遂行にあたり、日

本国内で必要となる可能性がある許

可・免許について、県として想定し

ているものがあればご教示願います 

想定している許可・免許はありませ

ん。 

24 企画提案募集要領 

第 2 応募資格等 

3 

上記許可・免許が必要となる場合、

代表事業者が保有している必要はあ

りますか。 

(1) 代表企業が保有すべきか 

(2) 構成団体が保有すれば足りるか 

ご教示お願いします。 

上記 No.16及び No.19に同じです。 

25 仕様書 

6 業務内容 

⑴イ 

過年度の企業バンクの項目一覧（企

業属性・求人項目・管理項目）につ

いて可能であれば閲覧可能ですか？ 

公表しておりません。 

26 仕様書 外国人人材バンク（別事業）との情 具体的な連携方法については、契約



6 業務内容 

⑴ロ 

報連携の方法（CSV／API等）およ

び制約事項を教えてください。 

後、発注者と協議することとします。 

27 仕様書 

6 業務内容 

⑴イ、ロ 

企業バンク・人材バンクについて、

データーベースとしての定義要件は

ありますか？ 

データーベースとありますが、リス

トを共有サーバーで管理するなどの

形でもよいですか？ 

上記 No.26に同じです。 

28 仕様書 

6 業務内容 

⑴イ、ロ 

企業バンク・人材バンクについて、

現在の登録状況、過年度のアップデ

ート・登録者数の増減数・属性は閲

覧可能ですか？可能であれば 提示

お願いします 

志願者はいますか？その場合、各

年・各国、何名ほどですか？ 

公表しておりません。 

29 ― 過年度の同種事業において、宮城県

側で把握している課題・改善点があ

れば共有可能でしょうか。       

（提案内容の質向上のため） 

お答えしかねます。 

30 仕様書 

6 業務内容 

⑶ 

セミナーは会場での対面形式とオン

ライン配信を組み合わせたハイブリ

ッド形式→ハイブリッドとは対面を

同時にオンライン配信する必要があ

りますでしょうか。対面とオンライ

ンを別々で配信しても構わないでし

ょうか。（収録したものを後日オン

ラインで流すなど） 

開催形式も含めて、効果的な方策を

提案してください。 

31 仕様書 

6 業務内容 

⑸ 

日本語学校の留学生は専門学校や大

学等に進学するケースが多いです

が、当該学校（OCJLS）は就労希望さ

れる留学生が多いのでしょうか。ま

た就労希望の場合はどのビザでの就

労を希望しているかなどのデータは

ありますでしょうか。 

公表しておりません。 

32 ― 

 

貴県の同部署にて、ベトナム、イン

ドネシア、台湾の現地人材のマッチ

ングとサポートの公募案件も出され

ていますが、本案件と業務上の関連

仕様書 6⑴ロ及びトに記載のとお

り、業務上の関連性があります。そ

の他、仕様書 4 のとおり、他事業と

の連携が必要となったときは、協議



性はありますでしょうか。今回の公

募案件と同じく OCJLSの留学生を絡

めていることと、同じ企業で国内人

材と海外からの人材両方で採用する

ケースも想定されるため、確認をさ

せてください。 

の上、連携のあり方を判断します。 

33 仕様書 

6 業務内容 

⑵ 

相談窓口は、企業向け、求職者向

け、両方を用意すると理解してよろ

しいでしょうか。求職者向けはどの

程度の多言語対応が必要でしょう

か。 

前段についてはお見込みのとおりで

す。後段については提案項目として

おります。 

34 仕様書 

6 業務内容 

⑵ 

2月 16日(月)午前中に資料必着

で、2月 17日(火)に貴県庁にてプ

レゼンのスケジュールとなっていま

すが、16日午後にプレゼン参加可

能な企業には通知をいただけるので

しょうか。また、おおよそのプレゼ

ン実施時間帯をお知らせいただけま

すでしょうか。 

プレゼンしていただく事業者様には

16日(月)中にご連絡いたします。 

プレゼン審査は 17 日(火)午後を予

定しております。 

 


